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英国プレイス・オブ・ビジネスへの影響

英国 2006 年新会社法の段階適用の結果、2009 年 10 月 1 日より英国に活動拠点 を有する外国法人の登記は、

「英国エスタブリッシュメント（UK Establishment）」と呼ばれる一つの登記のみとなりました。既存の支店登記および駐

在員事務所等のプレイス・オブ・ビジネスは 10 月 1 日以降、すべて英国エスタブリッシュメントとして取り扱われること

となり、プレイス・オブ・ビジネスにも現在支店に要請されている報告義務と同様の報告義務が課されることとなります。

(英国エスタブリッシュメントに課される報告義務に関しましては以下のカンパニーズハウスのウェブサイトをご参照くだ

さい - http://www.companieshouse.gov.uk/about/gbhtml/gpo1.shtml)

現在プレイス・オブ・ビジネスとして登記されている駐在員事務所等を有する外国法人には、移行期間内に英国エスタ

ブリッシュメントとして再登記し、会計報告書等の追加資料を提出することが要請されます。さらに、このような法人は

翌期以降の会計報告書を新たな規定に従って提出する必要があり、従来より詳細な開示が要請される可能性があり

ます。

移行期間中にこれらの提出義務に従わない場合、カンパニー・ハウスは当該外国法人が英国においてすでに活動を

停止しているものと見なし、登記を抹消する可能性もあります。 また、義務が履行されない場合、会社またはその取締

役に罰則が課される可能性もあります。

これらの新たな規定は、既存のプレイス・オブ・ビジネスあるいは支店の税務ステータスに影響を及ぼすものではあり

ませんが、英国税務当局による現状の税務ステータスのレビューが行われる可能性もあります。

直ちに対応すべき事項

 既存のプレイス・オブ・ビジネスを英国エスタブリッシ

ュメントとして再登記

 英国エスタブリッシュメントの会計報告書提出に関す

る新たな報告義務を十分に理解

 2009 年 10 月 1 日以降適用される追加開示要請事

項を十分に理解

 英国駐在事務所としての現在の課税状況を再検討

私どもが提供できるサービス

 新たな英国エスタブリッシュメントとしての登記手続き、

およびその後のコンプライアンス・サービスの提供

 新たな報告義務に従った会計報告書の作成／過年

度の会計報告書提出義務履行状況のレビュー

 駐在員事務所の活動が英国にて法人税課税対象とし

て認定されるリスクのレビュー

 必要に応じて還付申請のための VAT 登録

より詳細な情報に関しては下記までご連絡下さい
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http://www.companieshouse.gov.uk/about/gbhtml/gpo1.shtml

